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セルフアドボカシー（self‐advocacy・
以下「SA」）について

一般的に2タイプ（またがる部分有り）

政策等に関連して行政に対して当事者が自分または当事
者集団のために働きかけること

当事者自身の状況（職場環境等）の変化や改善について
関係者（会社、上司、同僚等）へ働きかけること

SAの主な要素

明確な定義はないが、ここではTestら（2005）の概念を用い

る：自己理解（自分の長所・ニーズ・障害特性）、自分の権
利に関する知識（市民・障害者・学生として）、コミュニケー
ション（意思の表明・交渉力・聴くスキル）、リーダーシップ
（グループにおける役割・グループの権利を訴える能力）(1)



米国におけるSAの発展
1960年代の公民権運動や「（広義の）発達障害」に関する
法律によって発展した

1963年の「Mental Retardation Facilities and Community 
Mental Health Centers Construction Act（知的障害及び精神
健康施設建設法）」を経て2000年の発達障害法
（Developmental Disabilities Act）に発展し、米国各州におい
て発達障害審議会や大学を母体とする取組が存在する

1973年のリハビリテーション法、1990年の障害を持つアメリ
カ人法（ADA）、2004年の障害を持つ個人教育法（IDEA）等
の影響も大きい

1974年の「People First（ピープルファースト）」当事者集会



なぜSAに注目？

米国では小中高において学校が障害のあ
る児童生徒を「発掘」し、支援やサービスを
提供する責任（法的義務）がある

高校卒業後、適用される法律が異なり、
自ら配慮を要請する必要が生じる

自身で伝えなければ、配慮を受けられず、
仕事・社会生活がうまくいかないことも



（発達）障害のある大学生と（個人の）
就労を考える際：重要なSA要素

自分の状態（症状・傾向・長所・困難など）の
把握・理解
医療機関での評価、その他のツール（オンライン
等）による自己理解の促進

環境によって異なる対応：大学 vs. 職場等
本人の期待や想定と現実とのギャップ

困難や配慮に関する要請伝達のための意思
及び手段（口頭・手話・補助技術等）

法的背景及び自分の権利の把握・理解



米国での関連取り組みの紹介

米国労働省

O*NET OnLine、My Next Move

https://www.mynext
move.org/explore/ip

興味・関心
の自己理解
促進ツール



O*NET Interest Profilerの使用

60の質問項目



O*NET Interest Profilerの結果



O*NET Interest Profilerで
必要とされる準備（教育・経験等）で職域を絞る





米国での関連取り組みの紹介
JAN（Job Accommodation Network）

職場における
合理的配慮
ネットワーク

https://askjan.org/

U.S. Department of Labor, Office of 
Disability Employment Policy

助成：米国労働省 障害雇用政策室



JANの使い方紹介

職業関連
機能



職業関連
機能：
“Communicate”



米国ミネソタ州の取り組みの紹介

技術職における自閉スペクトラム症

 http://mn.gov/mnddc/asd‐employment/index.html



本人や家族ができる１０のこと



イメージができるように、ピア紹介



米国ユタ州での取り組み
https://youtu.be/j‐C4RXGSeeUユタ州ペアレントセンター



米国テネシー州での取り組み
https://www.tnstep.org/STEP: 優秀な親のための

サポートとトレーニング



米国テネシー州での取り組み
https://www.tnstep.org/uploads/files/Transition‐Guide‐Final‐Self‐Advocacy.pdf



米国の非営利団体「The Arc」
https://www.thearc.org/self‐advocates

1953年創立 知的・発達障害の当事者（及びそ
の周辺）へのサポートや理解啓発に取り組む

当事者を
中心に活動

約７００支部

年間予算
約１２億円



The Arcの就労支援

http://selfadvocacyonline.org/learning/career/



The ArcのSAに関するビデオ

https://youtu.be/IuC2ELttTQU/



The Arcの就労支援に関するビデオ
https://youtu.be/a5xVSBjgYOQ



大学生におけるSA
小中高では「個別教育計画（IEP）」や「504
計画」に関する会議参加率
障害種類及びその他の要素によって大きく
異る （自閉56%・知的68%・その他77%）（2）

大学生のSAを測定する「SAMY」（Self‐
Advocacy Measure for Youth）尺度の開発
もともとADHDのある小学生向けに開発

HengenとWeaverが大学生向けに改変（3）

IEP／504計画に関する会議参加率とSAMY
の点数が正の相関を示した



さて、日本で障害のある学生にSAトレーニング

を受けてもらい、自身のニーズを伝えられる
ようになったところ・・・

課題：コミュニケーション

伝える（要請する）側と、聞く側➡️双方向

課題：受ける（聞く）側の姿勢

障害に対する偏見・先入観はないのか？

学生（卒業生・社会人）のニーズを理解でき
るのか？

受け入れる意思や用意はあるのか？



日本におけるSAに関連する課題

そもそもSAは「主張」や「訴え」に基づくものである

主張する側の課題

「主張」することは一般的に教えられておらず、評価もされない
⇒自分が「わがまま」 「うるさい」 「迷惑かけている」と誤認

「自己」が中心⇒「周りを意識・優先する」 「迷惑をかけない」
と教わってきた人にとってはハードルが高く、自粛する恐れ

受ける側（相手・会社・社会全体）の課題

「障害に関するニーズは主張されるものだ」という認識（不足）

配慮に関する工夫や調整そのもの（まだ馴染みが薄い）

さらに、米国と異なる法体制、問題対処や解決の仕方の違い



日本におけるSAの今後について
障害のある学生の状態を正確に把握する体制整備

「診断」だけでなく、その人の「長所」や「困難」を網羅した
アセスメントが重要である

自己理解を促進するためのツールの開発・幅広い導入

SAには適切な自己主張が欠かせない
関連教育を保育園・幼稚園・小学校でも導入

学校のみならず、社会全体で取り組む必要がある

主張を聞く側（会社・同僚等）の意識改革を促す

障害のある方が就職することや、職場で配慮を要請する
ことは「普通」である

米国と異なる法体制や問題解決・対処の仕方への対応
日本独自のSA方法の創造？



まとめ

米国では、50年以上の歴史があり、セルフアドボ
カシーの概念がある程度定着したといえる。

それでも「完成形」からはまだ程遠い状態である。

日本では、米国との法体制や文化における違い
を考慮しつつ、SAを肯定するような、日本に合った
環境を構築することが大切である。

日本版SAをつくるに当たって、日本の法律や関
連取り組みの進化・再考・修正等が必要になる。
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